
小松天満宮整備計画評価委員会規約

（名称）

第１条 本会は「小松天満宮整備計画評価委員会」（以下「委員会」）と称する。

（設置・運営）

第２条 委員会は国土交通省金沢河川国道事務所長（以下「所長」という。）が設置・運営す

る。

（目的）

第３条 委員会は梯川改修に伴い、現状の自然環境の評価と改修事業後の微気象変化等を

考慮し、小松天満宮周辺等の「鎮守の森」としての自然環境の保全、「重要文化財」の

文化的重要性の保全及び利用について、事業者が小松天満宮の協力を得て作成す

る整備計画に関して、検討・助言を行うことを目的とする。

（組織）

第４条 委員会は、別紙－１に揚げる委員により組織し、事務所長が委嘱する。

２ 委員会が必要と認めるとき、委員以外の者に対し、参考人として会議への出席を求

めることができる。

（委員長）

第５条 委員会には、委員の互選により委員長を置くものとする。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故ある時は委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

（会の運営）

第６条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長になり、議事を運営する。

3 委員長は委員の要請があれば、委員会を招集しなければならない。

（情報公開）

第７条 会議及び会議資料は公開を原則とし、その決定は委員会が行う。

２ 委員会の審議内容について、原則として公表することとし、その決定は委員会が行

う。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正は、３名以上の同意を得てこれを行うものとする。

（事務局）

第９条 委員会の事務局は、北陸地方整備局金沢河川国道事務所調査第一課に置く。

（雑則）

この規約に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。

付則

この規約は平成 19 年 3 月 6 日から施行する。
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